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（
内
閣
委
員
会
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
風
俗
営
業
及
び
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
人
身
売
買
の
罪
等
を
風
俗

営
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
に
加
え
、
接
待
飲
食
等
営
業
及
び
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
等
に
接
客
従
業
者
の
在
留
資

格
等
の
確
認
義
務
を
課
し
、
違
法
営
業
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
ほ
か
、
少
年
指
導
委
員
の
職
務
に
関
す
る
規
定
等
を

整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
風
俗
営
業
等
に
係
る
人
身
取
引
の
防
止
の
た
め
の
規
定
の
整
備

１

刑
法
に
新
設
さ
れ
た
人
身
売
買
の
罪
等
を
風
俗
営
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
と
す
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う

）
は
、
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
（
映
像
送
信
型
性
風
俗
特

。

殊
営
業
を
除
く

）
を
営
む
者
等
が
当
該
営
業
に
関
し
、
人
身
売
買
の
罪
等
に
当
た
る
違
法
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当

。

該
営
業
の
停
止
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

接
待
飲
食
等
営
業
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
午
後
十
時
を
超
え
て
酒
類
提
供
飲
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食
店
営
業
を
営
む
者
は
、
そ
の
営
業
に
関
し
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
生
年
月
日
、
国
籍
、
在
留
資
格
、
在

留
期
間
等
を
確
認
し
、
そ
の
確
認
の
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
に
係
る
違
法
営
業
の
排
除
の
た
め
の
規
定
の
整
備

１

公
安
委
員
会
は
、
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
か
ら
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
届

出
受
理
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
同
営
業
を
営
む
者
に
対
し
そ
の
備
付
け
及
び
関
係
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
の

提
示
を
義
務
付
け
る
。

２

人
の
住
居
等
に
お
い
て
異
性
の
客
の
性
的
好
奇
心
に
応
じ
て
そ
の
客
に
接
触
す
る
役
務
を
提
供
す
る
営
業
で
、
当
該
役

務
を
行
う
者
を
、
そ
の
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
営
む
も
の
（
い
わ
ゆ
る
「
デ
リ
バ
リ
ー
ヘ
ル
ス

）
」

に
つ
い
て
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
に
加
え
、
客
の
依
頼
を
受
け
付
け
る
受
付
所
及
び
役
務
を
行
う
者
を
待
機
さ

せ
る
待
機
所
を
届
出
の
対
象
と
す
る
。

３

２
の
営
業
の
受
付
所
に
つ
い
て
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
と
同
様
の
営
業
禁
止
区
域
等
の
規
制
を
設
け
る
。

４

警
察
職
員
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
２
の
営
業
に
係
る
事
務
所
、
受
付
所
又
は
待
機
所
に
立

ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
風
俗
営
業
等
に
係
る
客
引
き
等
の
規
制
の
強
化
の
た
め
の
規
定
の
整
備

１

風
俗
営
業
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
等
が
当
該
営
業
に
関
し
客
引
き
を
す
る
た
め
、
道
路
そ
の
他
の
公
共

の
場
所
で
、
人
の
身
辺
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
又
は
つ
き
ま
と
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
罰
則
を
設
け
る
。

２

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
又
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
以
外
の
者
は
、
こ
れ
ら
の
営
業

を
営
む
目
的
で
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
罰
則
を
設
け
る
。

３

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
人
の
住
居
へ
の
ビ
ラ
等
の
頒
布
等
及
び
広
告
制
限
区
域
等
に
お

い
て
広
告
物
を
表
示
す
る
等
の
方
法
に
よ
る
広
告
又
は
宣
伝
を
行
っ
た
場
合
の
罰
則
を
設
け
る
。

四
、
少
年
指
導
委
員
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

少
年
指
導
委
員
の
職
務
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
少
年
指
導
委
員
を
風
俗
営
業
の
営
業
所
等
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

守
秘
義
務
違
反
の
罰
則
、
研
修
の
実
施
等
の
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
そ
の
他
の
規
定
の
整
備
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法
定
刑
の
引
上
げ
そ
の
他
の
罰
則
の
整
備
を
行
う
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


